
生産緑地地区に関する都市計画（案）

令和４年５月

【京都府南丹市】

計 画 書

13401
議案第１号





南丹都市計画生産緑地地区の変更 (南丹市決定)

南丹都市計画生産緑地地区を次のように変更する。

「位置及び区域は計画図表示のとおり」

理 由

市街化区域内において、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保

全し、良好な都市環境を形成することを目的に指定した生産緑地地区について、生産緑

地法第１４条で規定される生産緑地地区内での行為制限が解除されたもので、生産緑地

としての機能が保全されなくなった生産緑地地区の全部を廃止するため、本案のとおり

南丹都市計画生産緑地地区を変更するものである。

地 区

番 号
位 置

面 積

(ha)
備 考

51 八木町八木嶋下柳ヶ坪地内 －
地区の全部廃止

（約 0.10ha 廃止）

52 八木町大藪生寿地内 －
地区の全部廃止

（約 0.11ha 廃止）

（既決定地区）

68地区
68 地区 約 9.43

上記変更にかかる

地区を除く

合 計 68 地区 約 9.43
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新 旧 対 照 表

新 旧 備 考

面積（ha） 約９．４３ 約９．６４ 地区の全部廃止 △約０．２１ha

地 区 数 ６８ ７０ 地 区 廃 止 △２地区
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変 更 理 由 説 明 書

現在、南丹市においては、市街化区域内の農地を「宅地化する農地」と「保全する農

地」に区分し、環境機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境を形成する

ため、都市計画法及び生産緑地法に基づき、その「保全する農地」を「生産緑地地区」

として、７０地区、約９．６４ｈａを都市計画決定している。

今回、都市計画の変更を行う地区番号５１・５２は、主たる従事者の故障により、生

産緑地法第１０条に基づく生産緑地地区所有者からの買取申出があったが、買取りを行

う地方公共団体等がなく、他の農業従事希望者への売買のあっせんも不調に終わったた

め、買取申出日から３月が経過した１月６日に、生産緑地法第１４条の規定により生産

緑地地区内での行為制限が解除された。ついては、生産緑地地区内での行為制限が解除

された地区を全部廃止するために、南丹都市計画生産緑地地区を変更するものである。

なお、今回の変更により、生産緑地地区は２地区廃止し６８地区、生産緑地地区面積

は約０．２１ｈａ廃止し、約９．４３ｈａとなる。
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生 産 緑地 地 区変 更 計 画図

地 区 番 号 : 5 1 南 丹 市 八 木 町 八 木 嶋 下 柳 ケ 坪 地 内 S = 1 : 1 , 5 0 0

変 更 前

変 更 後
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生 産 緑地 地 区変 更 計 画図

地 区 番 号 : 5 2 南 丹 市 八 木 町 大 藪 生 寿 地 内 S = 1 : 1 , 5 0 0

変 更 前

変 更 後
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